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警報発令時の生徒の登下校について（お詫びと訂正）

新秋の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げま

す。平素は、本校教育にご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日「山城南部」に警報が発表されましたが、「精華町」には発表されておらず今

後の安全も予想されたことで通常通りの登校の判断をしました。

つきましては、以前に配布した文書と矛盾が生じ、各ご家庭にご迷惑をおかけしました

ことを深くお詫びいたします。

また、今回のことを受け精華町の対応を確認し、以下のように訂正をしますのでご了承

いただきますようお願いいたします。

記

「精華町」に気象警報が発令されている場合のみ・・・登校せずに自宅待機

※警報の種類

（特別警報、大雨警報、暴風警報、洪水警報、大雪警報、暴風雪警報のすべて）

■警報の対応について

・午前７時現在、発令されている場合 → 登校せずに自宅待機すること。

・午前１１時までに解除された場合 → 安全に十分注意して登校すること。

・午前１１時までに解除されない場合 → 臨時休校とする。

・生徒が学校にいるときに警報が発令された場合

→ 下校に際しての安全確認をし、安全に十分注意して下校する。

解除されるまで自宅待機すること。

※いずれの場合も、「精華中学校お知らせメール（事前に登録されているご家庭）」

配信でお知らせします。


